
自動車※の登録・検査申請手続きのＯＣＲ申請用紙が変わります。

平成２９年１月４日より、自動車※の登録・検査の申請手続きに使用する各種ＯＣＲ申請用紙が
国土交通省において承認していた専用紙から汎用紙へ変更されます。※軽自動車を除く

平成２８年１２月まで 平成２９年１月から

ＯＣＲ専用紙 汎用紙（市販のコピー用紙）

ＯＣＲ専用紙は、当分の間、引き続き使用可能です。
汎用ＯＣＲシートの記入・印刷時の注意事項については、国土交通省ホームページ等でご確認ください。

ＯＣＲ申請用紙の汎用紙化に伴い、国土交通省のホームページに各種様式を公表します。
申請者は、パソコンからダウンロードして印刷した各種申請用紙を申請に使用することができる
ようになります。
申請窓口等でも各種申請用紙を無償で配布します。


